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医療的ケア児等の支援に関する法律

平成28年：児童福祉法の改正(医療的ケア児支援のため地方自治体が保健・医療・福祉等の連携体制を整備する

努力義務を負う

平成30年:成育基本法の成立

令和３年：医療的ケア児およびその家族に対する支援に関する法律公布・施行
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　医療的ケア児等関係事業の変遷　　
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R3年~ 医大 総合周産期Ｃ

H23~総合リハビリテーション充実事業

H30年 小児リハビリテーション推進事業

H17年~小児慢性特定疾病児童等自立支援事業

H14年~京都府立盲・聾・養護学校就学旅行等校外活動支援事業

【現】特別支援学校における医療的ケア等充実事業：校外活動支援事業

H15年~学校看護師の配置

H16年~京都府立盲・聾・養護学校医療的ケア体制整備事業

H17年~文部科学省「医療的ケア実施体制整備事業」受託

H20年~医療的ケア実施体制整備事業

H15/16年文部科学省「養護学校における医療的ケア実

施体制整備事業モデル事業」受託

・相談支援事業 ・相互交流支援事業

・長期療養児家庭支援事業 ・学習支援事業

・小児慢性疾病児童等地域支援協議会の設置

H25年~在宅療養児支援連携事業
・H17年~山城北HC「在宅療養児支援たんぽぽ

ネットワーク]発足

・H23年~山城北HC「在宅療養児支援体制

検討委員会」設置

H29年：医療的ケア児保育支援モデル事業

R3年~一般事業化

H24年~介護職員等による喀痰吸引等実施のための制度

H30年~医療的ケア児等総合支援事業

・医療的ケア児等コーディネーター養成研修

・医療的ケア児等福祉サービス導入促進事業

・児童発達支援センター設置促進事業

障害児保育の受け入れ

・H25年~京都府在宅療養児支援体制検討委員会の設置

・H26年~人材育成・確保（地域で在宅医療を支える人材）

・H27年~「小児在宅医療に関する人材養成講習会」へ参加

・H28年~小児在宅医療フォーラム

・H29年~医療的ケアが必要な児童等への支援方策WGH29年~

Ｈ30～ 京都府周産期医療体制強化に関する協定

H9年~ 第一日赤 総合周産期Ｃ

H30年~ 京大 総合周産期Ｃ

H29年~ 後方搬送受入協力病院制度


